
一般競争入札共通事項 

 

１ 入札参加資格 

（１）公告日現在において有効となる神栖市競争入札参加資格者名簿に，案件ごとに定

められた登録区分（建設工事，測量・建設コンサルタント等，物品製造等）及び

登録業種に登録されていること。 

（２）登録区分が建設工事である場合において，案件ごとに総合点についての条件が定

められているときは，当該条件を満たす者であること。 

（３）案件ごとに定める営業の許可または事業所の登録等を受けている者であること。 

また，事業種別が工事である場合は，対象業種に係る建設業法第２７条の２３に

規定する経営事項の審査を受けている者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者及び同条第２項の 

規定に基づく神栖市の入札参加の制限を受けていない者であること。 

（５）入札（開札）執行日において，神栖市建設工事及び委託業務等の契約事務に関す

る規程に基づく入札参加資格停止措置を受けていない者及び茨城県の指名停止措

置を受けていない者であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立がなされ

ている者，破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続開始の申立がな

されている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開

始の申立がなされている者でないこと。（再生手続開始決定がなされ，競争参加資

格の再認定を受けた者を除く。） 

（７）事業種別が工事の場合は，建設業法第１９条の２に規定する現場代理人を専任配

置するとともに，同法第２６条に規定する技術者を適正に配置すること。 

（８）案件ごとに定める資格と同等以上の資格を有する者を公告の求めに応じ配置でき

ること。なお配置する技術者にあっては，引き続き３ヶ月以上の雇用関係がある

者であること。 

（９）開札日現在において，案件ごとに定める営業所を有すること。（事業種別が工事の

場合は，建設業法に基づく営業所）市内に支店又は営業所を有する業者として入

札に参加する場合には，神栖市から準市内業者の認定を受けたものであること。

（事前に認定されていない場合には，認定に係る申請書類等をその他の入札参加

資格を証明する書類と合わせて契約管財課へ提出するものとし，その後の審査で

認定された場合には資格を有していたものとみなす。） 

※神栖市入札参加資格者の準市内業者認定基準の概要については下記のURLから

参照できます。 

URL：http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/item/49151.html 

URL：http:/www.city.kamisu.ibaraki.jp/item/49151.html


（10）開札日現在において，神栖市から受注している競争入札での建設工事が，施工中

の工事及び落札者又は落札候補者となった工事並びに低入札価格調査に該当して

落札者又は落札候補者の決定を保留となった工事を含め，３件となった時点で，

入札参加資格を有しない者とする。（事業種別が工事の場合） 

（11）案件ごとに定める履行実績等を有するものであること。 

（12）市内に営業所等を有する者は，市納税義務に対し，完納していること。 

（13）その他，案件ごとに定める入札参加資格を満たすものであること。 

 

２ 入札参加手続等 

（１）設計図書については，インターネット上に公開するので案件ごとに示したアドレ

スからダウンロードすること。 

（２）設計図書の閲覧及び貸出を直接希望する場合は，案件ごとに定められた窓口に直

接連絡すること。 

（３）設計図書に対する質問及び回答は次のとおりとする。 

① 質問受付期間 公告日から案件ごとに定められた日の午後５時までとする。 

② 質 問 方 法 質問書（任意様式）にて提出すること。 

ア 電子メールによる提出 

E-mail：nyusatsu@city.kamisu.ibaraki.jp 

イ 持参による提出 

企画部契約管財課 ℡0299-90-1130 

※質問書の受付をした時は，返信いたします。連絡がない場合は，上記①の期日ま

でにお問い合わせください。 

③ 質問に対する回答 

ア 回 答 日 案件ごとに定める。 

イ 回答方法 神栖市ホームページに掲載する。 

 

３ 入札方法等 

（１）入札方法は次のいずれかとし，案件ごとに定める。 

① 電子入札（電子システムによる入札） 

② 郵便入札（一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかによる入札） 

③ 持参入札（直接入札書を持参する入札） 

（２）入札参加申請 

① 電子入札の場合 

ア 参加申込は公告日の翌日から案件ごとに定める期日までに電子入札システ

ムにより行う。 

イ 別紙「電子入札の注意点」に示す理由により，郵便入札への切り替えが必
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要な場合は，紙入札方式参加承諾願を契約管財課へ提出し，承諾を受けて

ください。 

承諾のない入札は無効といたします。 

ウ 申請時には，ダミーファイルを添付すること。 

エ 参加申込をしないと入札参加できませんので，必ず期間内に参加申込を行

ってください。 

② 郵便入札の場合 必要ありません。 

③ 持参入札の場合 必要ありません。 

 

（３）入札書 

案件ごとに特別な定めがある場合を除き，入札書には，入札参加者が消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった

契約金額の１１０分の１００に相当する金額を記載すること。ただし，入札公告

に「税込み入札」の指定があるときは，消費税及び地方消費税相当額を含む契約

希望金額を記載すること。 

入札方法別の入札書の提出については，下記による。 

① 電子入札の場合 

ア 案件ごとに定める入札書提出期間内に電子入札システムにより行う。 

イ 入札書提出期限当日における電子入札の故障等やむを得ない事情がある場

合には，契約管財課に紙入札方式参加承諾願を提出し，承諾を得ること。 

② 郵便入札の場合 

ア 指定入札書（市ホームページからダウンロードすること）による。 

イ 郵送方法は，日本郵便㈱神栖支店留めの「一般書留郵便」，「簡易書留郵

便」，「特定記録郵便」のいずれかとする。 

ウ 到着期限は，案件ごとに定める期日の午後５時までとする。 

エ 入札書郵送用封筒は，指定様式（市ホームページからダウンロードするこ

と）のとおりとする。 

オ 電子入札システムによる入札と併用して受付ける郵便入札の場合は，入札

書の余白に，落札候補者となるべき同価格入札をしたものが複数いる場合

を想定し，くじ執行のため，「３桁の任意の数字」を記載すること。 

③ 持参入札の場合 

ア 指定入札書（市ホームページからダウンロードすること）による。 

イ 提出方法は，案件ごとに定める入札執行場所・時間に直接持参すること。 

※事務の都合上，入札参加予定者数を把握したいので，入札参加希望者は

前日までに下記に連絡してください。 

ウ 入札用封筒は，任意とする。 



（４）内訳書 

内訳書の提出を義務付けている案件については，次のとおり提出するものとする。 

① 電子入札の場合 

ア 指定様式（市ホームページからダウンロードすること）のとおりとし，入

札者の商号又は名称及び氏名を記入すること。 

イ 提出期限は，入札書の提出期限と同じとする。 

ウ 電子入札により電子ファイルで提出すること。 

② 郵便入札の場合 

ア 指定様式（市ホームページからダウンロードすること）のとおりとし，入

札者の商号又は名称及び氏名を記入し，押印すること。 

イ 提出期限は，入札書の提出期限と同じとする。 

ウ 入札書と同封のうえ郵送により提出すること。 

③ 持参入札の場合 

ア 指定様式（市ホームページからダウンロードすること）のとおりとし，入

札者の商号又は名称及び氏名を記入し，押印すること。 

イ 提出期限は，入札書の提出期限と同じとする。 

ウ 入札書に添付し，入札時に提出すること。 

（５）神栖市建設工事及び委託業務等の契約事務に関する規程及び神栖市財務規則等関

係法令を遵守すること。 

 

４ 開札 

開札場所及び開札時間については案件ごとに定める。また，開札の立会（持参入札で

の入札）を希望する入札参加者は，会場の都合上，開札日の前日までに契約管財課ま

で連絡をお願い致します。なお，代表者以外の方が開札に立ち会う場合は委任状を持

参して下さい。 

 

５ 落札候補者の決定 

（１）電子入札又は郵便入札の場合 

① 開札後，落札決定を保留したうえで，予定価格の制限の範囲内の価格で，最低の

価格の申込をした者を落札候補者とする。（最低制限価格を設定している場合は，

最低制限価格未満の入札は失格とする。） 

② 事業種別が工事の低入札価格調査制度の対象となる案件において，最低価格入札

者の価格が，神栖市建設工事低入札価格調査実施要領の低価格入札に該当する場

合は，調査を実施し対応する。 

※神栖市建設工事低入札価格調査実施要領の概要については下記URLから参照でき

ます。 



URL：http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/8205.htm 

③ 低価格入札に該当し，調査資料の提出を求められた者は，次のとおり提出しなけ

ればならない。 

ア 提出期限 開札日を含め４日以内。 

イ 提出場所 契約管財課。 

ウ 提出方法 持参。 

④ 落札候補者となるべき者が２者以上あるときは，くじにより落札候補者及びその

順位以降の者を決定する。 

（２）持参入札の場合 

① 予定価格の制限の範囲内の価格で，最低の価格の申込をした者を落札候補者とす

る。ただし，初度（１回目）の入札で，予定価格の制限の範囲内の入札がない場

合は，再度（２回目）入札を行うものとする。 

② 初度（１回目）の入札で無効となった者は，再度（２回目）入札には参加できな

い。 

③ 再度（２回目）入札を行う場合で，入札に参加しない者があるときは，再度（２

回目）入札を辞退したものとみなす。 

④ 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは，当該入札者

が，くじにより落札候補者を決定する。 

 

６ 入札参加資格を証明する書類の提出 

（１）落札候補者は，次のとおり，一般競争入札参加資格証明書類を提出しなければな

らない。 

① 提出期限 開札日を含め２日以内。 

② 提出場所 契約管財課。 

③ 提出方法 持参。 

（２）提出書類 

① 一般競争入札参加資格審査申請書。 

② 建設業許可書・その他営業にあたり必要な許可書の写し。 

（事業種別が工事の場合または案件ごとに入札参加資格に指定があるもの） 

③ 最新の経営事項審査結果通知書の写し。（事業種別が工事の場合） 

④ 資格者証の写し。（入札参加資格に技術者の配置を義務付けているもの） 

⑤ 監理技術者資格者証及び講習終了証の写し。 

（事業種別が工事の場合で，監理技術者の配置が条件となっているもの） 

⑥ 雇用を証する書類の写し。（入札参加資格に技術者の配置を義務づけているもの） 

例）健康保険被保険者通知書の写し。 

⑦ 準市内業者の認定に係る申請書類等一式（事前に認定されていない段階で，落
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札候補者となった場合のみ） 

※神栖市入札参加資格者の準市内業者認定基準の申請書類については下記の URL

から参照できます。 

URL：http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/item/49151.html 

⑧ 市税の滞納が無いことを証する書類の写し。（発効日が３ヶ月以内のものに限る） 

（法人）完納証明書及び直近 1年分の法人市民税の納税証明書。 

（個人）完納証明書。 

※市内に納税義務があるものに限る。 

⑨ 履行実績を証明する書類。（履行実績があることを条件としている場合） 

例）コリンズの写し，テクリスの写し，契約書の写し，仕様書，図面等。 

⑩ その他，入札参加資格を満たすことを確認するために必要な書類で指定がある

もの。 

 

７ 落札者の決定 

（１）入札参加資格を証明する書類により，落札候補者の資格審査を申請書受理日から

３日以内に行い，その結果，入札参加資格があると認められる者を落札者に決定

する。 

（２）入札参加資格審査の結果，入札参加資格がないと認められた場合には，次順位者

を落札候補者とし，この者につき改めて入札参加資格の審査を行い，落札者が決

定するまで行う。 

 

８ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金の要否及び額については案件ごとに定める。 

（２）契約保証金の要否及び額については案件ごとに定める。また，契約保証金が必要

な案件については，次により取り扱う。 

① 利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができる。 

② 公共工事履行保証証券による保証を付し，又は履行保証保険の締結を行った場

合は，契約保証金を免除する。 

 

９ 支払条件 

（１）前払金 前払い金の有無は案件ごとに定める。 

前払金を請求できる案件において，前払金を請求する場合は，保証事業

会社の保証の取付を要する。 

事業種別が工事の場合，前払い金の支払があるときは，中間前金払制度

の対象となるので併せて請負代金のうち，２割以内の中間前払い金を請
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求できる。 

（２）部分払 案件ごとに定める。 

 

１０ 議会の議決に付すべき契約 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の議会の議

決に付すべき契約である場合には，落札者と決定された者と仮契約を締結し，市議

会において可決されたときに本契約とする。 

 

１１ 入札の無効 

（１）一般的事項 

① 入札参加資格のない者が入札したとき。 

② 入札書が指定の日時までに到達しないとき。 

③ 同一入札において２通以上の入札書を提出したとき。 

④ 他の入札者の代理を兼ね又は２人以上の代理をしたとき。 

⑤ 入札書の金額その他必要事項を確認し難いとき。 

⑥ 入札書に記名及び押印(契約印)がないとき。（紙入札の場合） 

⑦ 入札書が指定された方法で提出されないとき。 

⑧ 入札について不正の行為があったと認められるとき。 

⑨ 入札書と指定封筒の記載事項に相違があるとき。（紙入札の場合） 

⑩ 事後審査に必要な書類を期限までに提出しないとき。 

⑪ 予定価格の１０分の１以下の額であり，入札参加者の錯誤（桁間違い）と認め

られるとき。 

（２）内訳書の提出が義務付けられている場合 

① 内訳書が提出されていないとき。 

② 指定封筒，入札書及び内訳書の記載事項に相違があるとき。 

③ 入札書記載の入札金額と内訳書の合計金額に相違があるとき。 

④ 指定された書式の内訳書を使用しないとき。 

 

１２ その他 

（１）契約にあたっては，契約書の作成を要する。 

（２）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）（平成１２年

法律１０４号）に基づき，分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実

施が義務付けられた工事であるか否かは，案件ごとに明示する。 

（３）事業種別が工事の場合で，契約金額が５００万円以上となる場合は，ＣＯＲＩＮ

Ｓに登録すること。 

（４）入札を辞退する場合は，当該入札の開札時間前までに契約管財課へ書面にて入札



辞退届を提出すること。 

（５）下請施工及び工事資材調達にあたり，可能な限り地元業者（神栖市内）に発注す

るよう十分配慮すること。 

（６）その他の詳細不明の点については，契約管財課に照会のこと。 

℡ 0299-90-1130 


